
東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定要領 

 

１８福保生地第１８８３号 

平成１９年４月２７日 

一部改正 １９福保生地第１４２７号 

平成２０年１月４日 

一部改正 ２４福保生地第１５６９号 

平成２５年４月３日 

一部改正 ２７福保生地第１０２６号 

平成２８年１月２５日 

一部改正 ３１福保生地第１５４６号 

令和２年４月１日 

一部改正 ２福保生地第１６８３号 

令和３年３月１１日 

一部改正 ７福保生地第１２７２号 

令和７年１２月２５日 

 

 

１  目的 

    この要領は、「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実施要綱」（以下「実

施要綱」という。）の１１に基づき、移動支援従業者養成研修事業者（以下「事業者」と

いう。）の指定等について必要な事項を定め、移動支援従業者養成研修事業（以下「研修

事業」という。）の円滑な執行を図ることを目的とする。  

  

２  指定の要件 

    知事は、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、事業者としての指定をするこ

とができる。 

（１）研修事業の安定的、継続的運営に必要な財政基盤を有するものであること。 

（２）研修事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務処理能力及び体制を備えているこ

と。 

（３）都内に研修事業の拠点となる設備と研修を適正に運営する能力を有した人員が常駐する

事業所があり、研修事業を統括する体制があること。 

（４）研修事業に係る経理が明確で、会計帳簿、決算書類等事業収支の状況を明らかにする書

類が整備されていること。 

（５）カリキュラムについては、実施要綱に定める各課程のカリキュラムの内容に従って実施

できること。 

（６）講師については、この要領に定める講師基準を満たし、かつ各科目を担当するために適

切な人材が必要な人数確保されていること。 



（７）研修事業を実施するために必要な研修会場及び必要な備品・教材等が確保されているこ

と。 

（８）実施要綱に定めるカリキュラムの演習を実習に代えて実施する場合は、研修事業を実施

するためにこの要領に定める基準を満たす実習施設が確保されていること。 

（９）毎年度継続的に研修事業を実施できること。 

（１０）過去３年以内に他の研修課程及び形式を含む一切の研修事業等に関し、都又は他道府

県等で指定の取消処分を受けていないこと。 

（１１）その他、実施要綱及びこの要領に定める事項が遵守されること。 

 

３ 研修事業者指定の申請 

（１） 指定を受けようとする者は、受講者の募集を開始しようとする日の２か月前までに、必

要事項を記載した「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定申請書」（別

記第１号様式）に下記の必要書類を添付して知事に申請しなければならない。 

なお、事業者指定申請時には、同時に研修事業指定申請を行うことが必要であるため、

受講者の募集を開始する日の２か月前までに事業者指定申請と併せて申請すること。 

ア 学則 

  学則別紙として下記書類を添付すること。 

(ア) 研修カリキュラム表（別記第１号の２様式、別記第１号の３様式、別記第１号の

４様式） 

(イ) 研修会場一覧（別記第１号の５様式） 

(ウ) 担当講師一覧（別記第１号の６様式）及び講師履歴（別記第１号の７様式） 

(エ) 実習施設一覧（別記第１号の８様式） 

  イ 組織図 

  ウ 役員名簿 

  エ 事業者規約（定款等） 

  オ 法人の登記事項証明書（法人格がある場合） 

  カ 申請者の予算書 

キ 直近の決算書 

ク 向こう２年間の財政計画 

  ケ 所要経費見積書（年度事業計画分） 

  コ 修了証明書（実施要綱別記第１号式）及び修了証明書（携帯用（実施要綱別記第２号

様式））の見本 

  サ 募集広告、受講案内、パンフレット等の案文 

  シ その他知事が必要と認める書類等 

（２）講義を通信の方法によって行う場合にあっては、上記に定める事項に加え、通信添削課

題を提出すること。 

（３）申請者が区市町村の場合は、（１）のイからクまでの書類を省略できるものとする。 

 



４ 研修事業者の指定 

    知事は、３により事業者の指定を受けようとする者から申請があったときはその可否を

決定し、「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定通知書」(別記第２号様

式)又は「同不指定通知書」（別記第２号の２様式）により、申請者に通知する。 

 

 

５ 研修事業の指定等 

（１） 事業者が、研修を実施する場合には、各研修の受講者の募集を開始しようとする日の２

か月前までに「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業指定申請書」（別記第

３号様式）に下記の必要書類を添付して知事に申請し、指定を受けて実施するものとす

る。ただし、他の研修課程及び形式を含む一切の研修事業等に関し改善の指導（法令・

実施要綱等に違反し、研修事業の実施に支障があるとして文書指導を受けていることを

いう。）を受けている期間中は、申請をすることができない。 

    ア 学則 

本文、研修カリキュラム表（別記第１号の２様式、別記第１号の３様式、別記第１号

の４様式）、研修会場一覧（別記第１号の５様式）、担当講師一覧（別記第１号の６様

式）及び実習施設一覧（別記第１号の８様式）を添付すること。ただし、実習施設一覧

（別記第１号の８様式）は演習に代えて実習を行う場合のみ添付すること。 

また、事業者指定申請と同時に申請する場合は重複するので添付は不要とする。 

  イ 研修日程表（別記第３号の２様式） 

通学形式にあっては、研修日程表（別記第３号の２様式）、通信形式にあっては、研

修区分表（別記第３号の３様式）、通学研修分日程表（別記第３号の４様式）、科目別

レポートの提出期限（別記第３号の５様式）を添付すること。 

 なお、年度内に１２回以上実施し、かつ各回とも同様の日程・講師等により実施する

場合には、基本的な内容のみ記載することができる。 

  ウ 募集広告等 

  エ その他必要な書類 

（２）事業者は、当該年度に２回以上の研修事業を実施する場合は、内容が確定しているもの

については、まとめて申請することができる。 

（３）知事は、（１）の申請の内容を調査し、指定の可否を決定して、申請者に対し「東京都

障害者（児）移動支援従業者養成研修事業指定決定通知書」（別記第４号様式）又は「同

不指定決定通知書」（別記第４号の２様式）により通知するものとする。 

 

６  学則の制定 

    事業者は、次に掲げる研修事業に関する基本的な方針及び内容を定めた学則を制定し、

公開するものとする。 

（１）事業者の名称、所在地 

（２）事業の目的 



（３）実施課程及び形式 

（４）研修事業の名称 

（５）年度事業計画（研修日程及び定員） 

（６）受講対象者 

（７）研修参加費用（内訳：受講料、テキスト代） 

（８）使用教材 

（９）研修カリキュラム 

（１０) 研修会場一覧 

（１１）科目ごとの担当講師名一覧 

（１２）実習施設一覧（演習に代えて実習を行う場合のみ） 

（１３）募集手続 

（１４）科目の免除 

（１５）通信形式の実施方法（通信形式の場合のみ） 

  ア 学習方法 

  イ 評価方法 

  ウ 個別学習への対応方法 

（１６）研修修了の認定方法 

（１７）研修欠席者の取扱い 

（１８）補講の取扱い 

（１９）受講の取消し 

（２０）修了証明書の交付 

（２１）修了者の管理 

（２２）研修事業執行担当部署 

（２３）その他研修実施に係る留意事項 

  ア 本人確認の方法 

  イ 苦情対応部署 

  ウ 個人情報の取扱い 

 

７ 研修事業の講師 

（１）研修の講師は、別表１「移動支援従業者養成研修講師要件一覧」の要件に該当し、かつ知識

に関しては受講者の質問に対し的確に応答でき、技術に関しては受講者に的確に指導できる能

力を有すること。 

（２）１人の講師が担当できる科目数は、考え方や内容の偏りを防ぐため、１研修当たり３科目以

内とする。 

また、各課程の演習は１科目と数えることができる。 

 

８ 実習施設 

演習を実習に代えて行う場合の実習施設は、原則として下記の要件を満たす施設等とする。 



  

  （１）実習指導者（実習受入担当者）が確保されていること。 

（２）実習先として認められるものの範囲については、別表２の定めるところによる。 

 

９  申請の補正 

    知事は、東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定申請書（別記第１号様

式）及び東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業指定申請書（別記第３号様式）

の記載事項又は研修事業に関する必要書類が要件に適合しないときは、申請者に対し、相

当の期間を定めて当該申請の補正を求めることができる。 

 

１０ 研修事業の変更・休講  

（１）事業者は、事業者として指定を受けた後に、その内容又は指定を受けた研修内容の一部

をやむを得ず変更する場合に限り、変更の１０日前までに「変更・休講届」（別記第５号

様式）を知事に届け出るものとする。 

なお、次のいずれかに該当する場合については、知事への報告は不要とする。ただし、変更し

た内容については、知事から確認を求められた際に報告できるよう情報を管理しておくこと。 

   ア 届出済みの「研修会場一覧」の範囲内での使用会場の変更 

   イ 届出済みの「担当講師一覧」の範囲内での担当講師の変更 

（２）（１）の規定にかかわらず、年度内に１２回以上実施する場合において、研修日程の変

更（研修回数の追加を除く）を行う場合には、当該年度の全研修日程修了後１か月以内に、

実績報告書と併せて知事に届け出ることができる。 

（３）事業者は、指定を受けた研修をやむを得ず休講する場合は、開講予定日の１０日前までに 

「変更・休講届」（別記第５号様式）を知事に届け出るものとする。 

 

１１ 実績報告 

    事業者は、各研修修了後１か月以内に「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事

業実績報告書」（別記第６号様式）に（１）を添付して知事に報告するものとする。ただ

し、補講者分の実績報告については、補講修了後１か月以内に「東京都障害者（児）移動

支援従業者養成研修事業実績報告書（補講者分）」（別記第６号の２様式）に（１）及び

（３）の書類を添付して知事に報告するものとする。 

なお、（２）から（５）については、知事が別途求めた場合に提出することとし、実績報告時の提

出は不要とする。 
また、年度内に１２回以上実施する場合は、当該年度の全研修日程修了後に知事に報告すること

ができる。 

  （２）については、事業者作成の任意様式において指定を受けた研修回ごとの講師の出講を

確認することができる場合、（２）によらず当該任意様式に代えることができるものとし、（３）

については実習を行った場合のみ作成するものとする。 

（１）修了者名簿（別記第６号の３様式） 



（２）研修講師出講確認書(別記第６号の４様式) 

（３）実習修了確認書(別記第６号の５様式) 

（４）研修の質を向上させるための取組が確認できるもの  

ア 研修生満足度調査情報（アンケート等を集約したもの） 

イ 事業者又は事業所の研修実施後の自己評価 

（５）修了証明書及び修了証明書（携帯用）の写し（１人分） 

 

１２  研修事業の休止・再開 

（１）研修事業の休止とは、研修事業を４月から翌年３月までの１年度間にわたり開講しない

場合をいい、事業者は、２年度に限り研修事業の休止をすることができる。ただし、新た

に事業者指定を受けて実施する最初の研修の開講日が翌年度以降になり、実施しない年度

が生じる場合は休止とならない。 

   なお、開講する年度とは、研修開講日が属する年度をいう。 

（２）事業者は、研修事業の休止又は再開をする場合には、休止については事業者で決定後１０日

以内に、再開については研修の受講者の募集を開始しようとする日の２か月前までに「東

京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業休止・再開届」（別記第７号様式）により

知事に届け出るものとする。 

    なお、研修事業を再開する場合には、再開の届出に併せて５の（１）に基づき研修事業

指定の申請を行わなければならない。 

（３）知事は、（２）の研修事業の休止の届出を受理した場合は、「東京都障害者（児）移動

支援従業者養成研修事業休止届受理通知書」（別記第８号様式）により事業者に通知する

ものとする。 

 

１３ 研修事業の廃止 

（１）事業者は、研修事業を廃止する場合には、その旨を事業者において決定後１０日以内に

「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業廃止届」（別記第９号様式）により知

事に届け出るものとする。 

（２）知事は、(１)の届出について受理した場合は、「東京都障害者（児）移動支援従業者養

成研修事業廃止届受理通知書」（別記第１０号様式）により指定事業者に通知するものと

する。 

なお、廃止届の受理に伴い、事業者としての指定は廃止する。 

（３）研修事業を廃止した場合、事業者は次のことに留意すること。 

  ア １６の（１）に定める書類を規定の期間保存し、研修修了者から修了証明書の再発行等を

求められた場合に対応できる体制を整備しておくこと。 

また、１６の（２）から（５）までに定める書類についても、規定の期間保存すること。 

  イ 研修修了者に対し、事業の廃止及び今後の連絡先を周知すること。 

  ウ 法人を解散する場合は、アの業務を確実に行うことができる他の事業者に引継ぎを行うこと。

他の事業者とは、原則として、都において障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者とし



て都から同一の課程の指定を受けている事業者とする。引継ぎの際、１６の（２）から（５）

までに定める書類については、事業者間で別途協議の上、規定の期間保存すること。 

（４）知事は、事業者から休止の届出がなく研修事業が２年度間にわたり開講されない場合は、

研修事業を廃止したものとみなす。この場合、知事は「東京都障害者（児）移動支援従業

者養成研修事業廃止通知書」（別記第１１号様式）により当該事業者に通知するものとす

る。 

 

１４  調査及び指導等 

（１）知事は、事業者として指定を受けようとする者及び事業者に対して、必要があると認め

るときは、事業者及び研修事業の実施状況等について、実地に調査を行うとともに、報告

及びこれに係る書類の提出を求めることができる。 

（２）知事は、研修事業の実施等に関して適当でないと認めるときは、事業者に対して改善の

指導を行うことができる。 

また、指導による改善が認められるまで研修事業の中止を命ずることができる。 

（３）（１）に規定する実地に調査を行う場合については、所管課の職員は身分を証する検査

証（別記第１２号様式）を携帯するものとする。 

 

１５ 指定の取消し 

（１）知事は、４に基づき事業者の指定を受けた者が、次の事項のいずれかに該当するときは、

指定を取り消すことができる。 

  ア ２に掲げるいずれかの要件に該当しなくなったとき。 

  イ 研修事業の指定を受けずに研修を行ったとき。 

  ウ 事業者指定申請、研修事業指定申請、実績報告等において虚偽の申請、報告又は届出

等を行ったとき。 

  エ 研修事業を適正に実施する能力に欠けると認められるとき。 

  オ 研修事業の実施に関し、不正な行為があったとき。 

  カ その他指定事業者として不適切と判断されるとき。 

（２）知事は、（１）による取消しをしたときは、「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研

修事業者指定取消通知書」（別記第１３号様式）により事業者に通知する。 

（３）知事は、（１）による取消しを行った事業者名、研修課程及び形式並びに取消年月日等

を公表するものとする。 

     

１６  関係書類の保存 

    指定事業者は、次の内容を備えた書類を作成し、次の期間保存しなければならない。 

（１）修了者に関する台帳等の書類（永久保存） 

   研修課程・形式、研修期間、修了者番号、修了者名、生年月日、修了年月日及び修了証

明書交付年月日の内容を備えること。 

（２）受講者の研修出席状況（３年） 



   研修課程・形式、受講者名、研修科目及び受講年月日の内容を備えること。 

（３）成績等に関する書類（３年） 

   研修課程・形式、受講者名、レポート提出年月日（通信形式の場合のみ）及び評価結果

の内容を備えること。 

（４）実習修了確認書（演習に代えて実習を行った場合のみ）（３年） 

   研修課程・形式、受講者名、実習科目、実習先及び実習年月日の内容を備えること。 

（５）研修講師の出講確認書（３年） 

   研修課程・形式、講師名、担当科目及び出講年月日の内容を備えること。 

 

１７ 特例措置 

平成１８年９月３０日において、既に「東京都障害者（児）居宅介護従業者養成研修事業実施

要綱」に基づき、視覚障害者移動介護（外出介護）従業者養成研修、全身性障害者移動介護（外

出介護）従業者養成研修、知的障害者移動介護（外出介護）従業者養成研修の事業者として指定

を受けていた事業者については、実施要綱に基づく研修事業者としての指定を受けているものと

みなす。 

 

１８  その他 

（１）知事は、障害者（児）移動支援従業者養成研修の事業者の指定について、他の道府県

等に対し情報の提供その他必要な協力を求めることができる。 

（２）この要領に定めるもののほか、障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者の指定等に

必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 １ この要領は、平成１９年４月２７日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

 ２ 平成１８年度中に実施された研修事業に係る申請については、３の（１）及び５の（１）の

申請期限の規定は適用しない。 

 

附  則 

 この要領は、平成２０年２月１日から施行する。 

 

附  則 

 この要領は、平成２５年４月３日から施行する。 

 

附  則 

 この要領は、平成２８年１月２５日から施行する。 

 

附  則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 



 

附  則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



別表１ 

 
移動支援従業者養成研修講師要件一覧 

 

 

１ 視覚障害者移動支援従業者養成研修課程 

科目 求められる能力（注１） 講師の要件 

（１） 講義 

ア 障害者福祉に関する制度及びサービス 

(ア) ガイドヘルパー
の制度と業務 

○ガイドヘルパーの制度
と業務についての知識 

○各法に関する知識及び
制度とサービスについ
ての知識 

①当該科目を担当する現職の行政職員 
②社会福祉士 
③当該社会福祉施設に勤務する職員 
 〔施設長（又は管理者）、主任指導員等〕 
④介護・福祉系大学の学部・学科、介護福祉士
養成校・養成施設で当該科目に相当する科目
を教えている教員 

⑤訪問介護・居宅介護事業所の管理者（所長） 
⑥その他（注３） 

(イ) 障害者（児）福
祉の制度とサー
ビス 

イ 身体障害者ホームヘルプサービスに関する知識 

(ア) ホームヘルプサ
ービス概論 

○保健、福祉の制度とサ
ービスについての知識 

○ホームヘルプサービス
の実務に関する具体的
な知識 

①当該科目を担当する現職の行政職員 
②介護福祉士 
③実務者研修修了者 
④介護職員基礎研修課程修了者 
⑤訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑥訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑦訪問介護・居宅介護事業所の管理者（所長） 
⑧介護・福祉系大学の学部・学科、介護福祉士

養成校・養成施設で当該科目に相当する科目
を教えている教員 

⑨その他（注３） 

(イ) ホームヘルパー
の職業倫理 

 

ウ サービス利用者の理解 

(ア) 視覚障害者の疾
病・障害の理解 

○障害・疾病に関する知
識 

○視覚障害者（児）及び
その家族の生活実態と
心理に関する知識 

○生活者支援の視点に立
脚した介護方法論 

①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福
祉士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護
福祉士養成校・養成施設で当該科目に相当す
る科目を教えている教員 

⑧その他（注３） 

(イ) 障害者（児）の
心理 

○ホームヘルプサービスに
関する知識 

○障害・疾病に関する知
識 
○障害者（児）及びその家

族の生活実態と心理に関
する知識 

○生活者支援の視点に立脚
した介護方法論 



エ 移動支援の基礎知識 

(ア) 移動支援の基礎
知識 

○生活者支援の視点に立
脚した介護方法論 

○直接援助経験に基づく
移動支援技術 

○自らの移動支援事例 

①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福
祉士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護
福祉士養成校・養成施設で当該科目に相当す
る科目を教えている教員 

⑧３年以上の実務経験を有する視覚障害者移動
支援従業者、同行援護従業者 

⑨その他（注３） 

（２） 演習 

ア 移動の支援に係る技術 

(ア) 移動支援の基本
技術 

○講義エで求められる能
力 
○疑似体験などにより、

演習を指導する能力 

 
①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福
祉士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護
福祉士養成校・養成施設で当該科目に相当す
る科目を教えている教員 

⑧３年以上の実務経験を有する視覚障害者移動
支援従業者、同行援護従業者 

⑨その他（注３） 
 

(イ) 屋内の移動支援 

(ウ) 屋外の移動支援 

(エ) 応用技能 

 
（注１）「求められる能力」とは、知識に関しては受講者の質問に対し的確に応答でき、技術に関し

ては受講者に対し的確に指導できるレベルであることを必要とする。 
 
（注２）各科目の講師要件に係る業務に従事していた時期は、過去５年以内であることが望ましい。 
 
（注３）原則として、講師は「講師要件」に該当する職にある者又は資格保有者とする。ただし、

「その他」の者を講師として申請する場合は、その経歴及び業績が講師として適当であること
を説明した理由書を提出すること。 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
２ 全身性障害者移動支援従業者養成研修課程 

科目 求められる能力（注１） 講師の要件（注２） 

（１） 講義 

ア 障害者福祉に関する制度及びサービス 

(ア) ガイドヘルパー
の制度と業務 

○ガイドヘルパーの制度
と業務についての知識 

○各法に関する知識及び
制度とサービスについ
ての知識 

①当該科目を担当する現職の行政職員 
②社会福祉士 
③当該社会福祉施設に勤務する職員 
 〔施設長（又は管理者）、主任指導員等〕 
④介護・福祉系大学の学部・学科、介護福祉士

養成校・養成施設で当該科目に相当する科目
を教えている教員 

⑤訪問介護・居宅介護事業所の管理者（所長） 
⑥その他（注３） 

(イ) 障害者（児）福
祉の制度とサー
ビス 

イ 身体障害者ホームヘルプサービスに関する知識 

(ア) ホームヘルプサ
ービス概論 

○保健、福祉の制度とサ
ービスについての知識 

○ホームヘルプサービス
の実務に関する具体的
な知識 

①当該科目を担当する現職の行政職員 
②介護福祉士 
③実務者研修修了者 
④介護職員基礎研修課程修了者 
⑤訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑥訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑦訪問介護・居宅介護事業所の管理者（所長） 
⑧介護・福祉系大学の学部・学科、介護福祉士

養成校・養成施設で当該科目に相当する科目
を教えている教員 

⑨その他（注３） 

(イ) ホームヘルパー
の職業倫理 

ウ サービス利用者の理解  

(ア) 全身性障害者の
疾病・障害の理
解  

○障害・疾病に関する知
識 

○全身性障害者（児）及
びその家族の生活実態
と心理に関する知識 

○生活者支援の視点に立
脚した介護方法論 

①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福
祉士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護
福祉士養成校・養成施設で当該科目に相当す
る科目を教えている教員 

⑧その他（注３） 

(イ) 障害者（児）の
心理 

 

○ホームヘルプサービスに
関する知識 

○障害・疾病に関する知
識 
○障害者（児）及びその家

族の生活実態と心理に関
する知識 

○生活者支援の視点に立脚
した介護方法論 

 



エ 移動支援の基礎知識 

(ア) 移動支援の基礎
知識 

 

○生活者支援の視点に立
脚した介護方法論 

○直接援助経験に基づく
移動支援技術 

○自らの移動支援事例 

①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福
祉士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護
福祉士養成校・養成施設で当該科目に相当す
る科目を教えている教員 

⑧３年以上の実務経験を有する全身性障害者移
動支援従業者、重度訪問介護従業者 

⑨理学療法士 
⑩その他（注３） 

（２） 演習 

ア 車椅子での移動の支援に係る技術 

(ア) 基礎的な介護技
術 

○講義エで求められる能
力 
○疑似体験などにより、

演習を指導する能力 

 
①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福
祉士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護
福祉士養成校・養成施設で当該科目に相当す
る科目を教えている教員 

⑧３年以上の実務経験を有する全身性障害者移
動支援従業者、重度訪問介護従業者 

⑨理学療法士 
⑩その他（注３） 
 

(イ) 移動支援の方法 
 

 
（注１）「求められる能力」とは、知識に関しては受講者の質問に対し的確に応答でき、技術に関し

ては受講者に対し的確に指導できるレベルであることを必要とする。 
 
（注２）各科目の講師要件に係る業務に従事していた時期は、過去５年以内であることが望ましい。 
 
（注３）原則として、講師は「講師要件」に該当する職にある者又は資格保有者とする。ただし、

「その他」の者を講師として申請する場合は、その経歴及び業績が講師として適当であること
を説明した理由書を提出すること。 

 
 
 

 

 

 

 



３ 知的・精神障害者移動支援従業者養成研修課程 

科目 求められる能力（注１） 講師の要件（注２） 

（１） 講義 

ア 障害者福祉に関する制度及びサービス 

(ア) ガイドヘルパー
の制度と業務 

 

 
○ガイドヘルパーの制度

と業務についての知識 
○各法に関する知識及び

制度とサービスについ
ての知識 

①当該科目を担当する現職の行政職員 
②社会福祉士 
③当該社会福祉施設に勤務する職員 
 〔施設長（又は管理者）、主任指導員等〕 
④介護・福祉系大学の学部・学科、介護福祉士

養成校・養成施設で当該科目に相当する科目
を教えている教員 

⑤訪問介護・居宅介護事業所の管理者（所長） 
⑥その他（注３） 

(イ) 障害者（児）福
祉の制度とサー
ビス 

 

イ 知的・精神障害者ホームヘルプサービスに関する知識 

(ア) ホームヘルプサ
ービス概論 

 

 
○保健、福祉の制度とサ

ービスについての知識 
○ホームヘルプサービス

の実務に関する具体的
な知識 

 
①当該科目を担当する課の行政職員 
②介護福祉士 
③実務者研修修了者 
④介護職員基礎研修課程修了者 
⑤訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑥訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑦訪問介護・居宅介護事業所の管理者（所長） 
⑧介護・福祉系大学の学部・学科、介護福祉士

養成校・養成施設で当該科目に相当する科目
を教えている教員 

⑨その他（注３） 
 

(イ) ホームヘルパー
の職業倫理 

 

ウ サービス利用者の理解 

(ア) 知的障害者及び
精神障害者の疾
病・障害の理解 

  

○障害・疾病に関する知
識 

○知的障害者（児）、精
神障害者（児）及びそ
の家族の生活実態と心
理に関する知識 

○生活者支援の視点に立脚
した介護方法論 

①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福
祉士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護
福祉士養成校・養成施設で当該科目に相当す
る科目を教えている教員 

⑧その他（注３） 

(イ) 障害者（児）の
心理 

 

○ホームヘルプサービスに
関する知識 

○障害・疾病に関する知
識 
○障害者（児）及びその家

族の生活実態と心理に関
する知識 

○生活者支援の視点に立脚
した介護方法論 

 



エ 移動支援の基礎知識 

(ア) 移動支援の基礎
知識 

 

 
○生活者支援の視点に立 

脚した介護方法論 
○直接援助経験に基づく

移動支援技術 
○自らの移動支援事例 

①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福
祉士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護
福祉士養成校・養成施設で当該科目に相当す
る科目を教えている教員 

⑧３年以上の実務経験を有する知的障害者移動
支援従業者、行動援護従業者 

⑨その他（注３） 

（２）演習 

ア 移動の支援に係る技術 

（ア）移動の支援に
係る技術 

 

 
○講義エで求められる能
力 
○疑似体験などにより、

演習を指導する能力 
 
※知的障害者又は精神障

害者の参加による演習
を行うことが望まし
い。 

 
①介護福祉士 
②実務者研修修了者 
③介護職員基礎研修課程修了者 
④訪問介護員・居宅介護従業者養成研修１級課

程修了者 
⑤訪問介護・訪問看護・居宅介護を行っている

看護師、准看護師、保健師 
⑥在宅福祉サービスと連携をとって活動してい

る看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福
祉士 

⑦介護・福祉・看護系大学の学部・学科、介護
福祉士養成校・養成施設で当該科目に相当す
る科目を教えている教員 

⑧３年以上の実務経験を有する知的障害者移動
支援従業者、行動援護従業者 

⑨その他（注３） 
 

 
（注１）「求められる能力」とは、知識に関しては受講者の質問に対し的確に応答でき、技術に関し

ては受講者に対し的確に指導できるレベルであることを必要とする。 
 
（注２）各科目の講師要件に係る業務に従事していた時期は、過去５年以内であることが望ましい。 
 
（注３）原則として、講師は「講師要件」に該当する職にある者又は資格保有者とする。ただし、

「その他」の者を講師として申請する場合は、その経歴及び業績が講師として適当であること
を説明した理由書を提出すること。 

 
 



別表２ 

 

「移動支援従業者養成研修実習先として認められるものの範囲」の対象施設一覧 

 

 

視覚障害者移動支援従業者養成研修課程 

演習に代えて行う実習                            ９時間 

○ 居宅介護事業所 

  ※居宅介護事業所に従事する視覚障害者の通院等介助を行う者とともに、移動支援の実習

を行う。 

 ○ 同行援護事業所 

  ※同行援護事業所に従事する同行援護従業者とともに、移動支援の実習を行う。 

 ○ 移動支援事業所 

  ※移動支援事業所に従事する視覚障害者移動支援従業者とともに、移動支援の実習を行う。 

 ○ 障害者支援施設 

  ※施設において視覚障害者の移動支援の実習を行う。 

  

  いずれも、演習科目と同等の効果が得られる環境・指導態勢が確保される必要がある。 

 

 

 

全身性障害者移動支援従業者養成研修課程 

演習に代えて行う実習                            ４時間 

○ 居宅介護事業所 

  ※居宅介護事業所に従事する全身性障害者の通院等介助を行う者とともに、移動支援の実

習を行う。 

 ○ 重度訪問介護事業所 

  ※重度訪問介護事業所に従事する重度訪問介護従業者とともに、移動支援の実習を行う。 

 ○ 移動支援事業所 

  ※移動支援事業所に従事する全身性障害者移動支援従業者とともに、移動支援の実習を行

う。 

 ○ 障害者支援施設 

  ※施設において全身性障害者の移動支援の実習を行う。 

  

  いずれも、演習科目と同等の効果が得られる環境・指導態勢が確保される必要がある。 

 

 

 

 



知的・精神障害者移動支援従業者養成研修課程 

演習に代えて行う実習                            ６時間 

○ 居宅介護事業所 

  ※居宅介護事業所に従事する知的障害者の通院等介助を行う者とともに、移動支援の実習

を行う。 

 ○ 行動援護事業所 

  ※行動援護事業所に従事する行動援護従業者とともに、移動支援の実習を行う。 

 ○ 移動支援事業所 

  ※移動支援事業所に従事する知的障害者移動支援従業者とともに、移動支援の実習を行う。 

 ○ 障害者支援施設 

  ※施設において知的障害者の移動支援の実習を行う。 

  

  いずれも、演習科目と同等の効果が得られる環境・指導態勢が確保される必要がある。 

 



別記第１号様式 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定申請書 

 

 

  年  月  日 

 

  東京都知事  殿 

 

                                                   

所在地 

事業者名 

代表者職氏名                     

 

 

  東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実施要綱１１に基づく東京都障害者（児）移動

支援従業者養成研修事業者指定要領３により東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者の

指定を受けたいので、下記により必要書類を添付して申請します。 

 

 

記 

 

 

１  課程及び形式                  課程（通学・通信） 

 

 

２ 募集開始予定年月日       年  月  日  

 

 

３ 研修開始予定年月日        年  月  日 

 

 

４ 養成規模            年度    名 予定 

 

 

５  必要書類             別添のとおり 

 



別記第１号の２様式

研修カリキュラム表（視覚障害者移動支援従業者養成研修課程　　通学・通信）

事業者名

時間

１

２

時間

２

１

３時間 時間

２

１

２時間 時間

２

９時間 時間

２

２

４

１

講　　 義（１１時間） 講　　　義（　　時間）

演    習（９時間） 演    習（　　時間）

身体障害者ホームヘルプサービスに関する知識

障害者福祉に関する制度及びサービス

ガイドヘルパーの制度と業務

障害者（児）福祉の制度とサービス

３時間

身体障害者ホームヘルプサービスに関する知識 ３時間

移動支援の基礎知識

追加カリキュラム

障害者福祉に関する制度及びサービス

計　２０　時間 計　　　　　時間

移動の支援に係る技術

屋外の移動支援

ホームヘルプサービス概論

ホームヘルパーの職業倫理

追加カリキュラム

サービス利用者の理解

視覚障害者の疾病・障害の理解

移動支援の基本技術

屋内の移動支援

応用技能

障害者（児）の心理

移動支援の基礎知識

移動の支援に係る技術

サービス利用者の理解

移動支援の基礎知識



別記第１号の３様式

研修カリキュラム表（全身性障害者移動支援従業者養成研修課程　　通学・通信）

事業者名

時間

１

２

時間

２

１

３時間 時間

２

１

３時間 時間

３

４時間 時間

１

３

講　　 義（１２時間） 講　　　義（　　時間）

演    習（４時間） 演    習（　　時間）

身体障害者ホームヘルプサービスに関する知識

障害者福祉に関する制度及びサービス

ガイドヘルパーの制度と業務

障害者（児）福祉の制度とサービス

３時間

身体障害者ホームヘルプサービスに関する知識 ３時間

移動支援の基礎知識

追加カリキュラム

障害者福祉に関する制度及びサービス

車椅子での移動の支援に係る技術

計　１６　時間 計　　　　　時間

車椅子での移動の支援に係る技術

追加カリキュラム

移動支援の方法

サービス利用者の理解

基礎的な介護技術

ホームヘルプサービス概論

ホームヘルパーの職業倫理

サービス利用者の理解

全身性障害者の疾病・障害の理解

障害者（児）の心理

移動支援の基礎知識移動支援の基礎知識



別記第１号の４様式

研修カリキュラム表（知的・精神障害者移動支援従業者養成研修課程　　通学・通信）

事業者名

時間

１

1.5

時間

1

１

６時間 時間

５

１

2.5時間 時間

2.5

６

サービス利用者の理解

移動支援の基礎知識

移動の支援に係る技術 移動の支援に係る技術

２時間

計　１９　時間 計　　　　　時間

ホームヘルプサービス概論

ホームヘルパーの職業倫理

追加カリキュラム

サービス利用者の理解

移動支援の基礎知識

追加カリキュラム

知的障害者及び精神障害者の疾病・障害の理解

障害者（児）の心理

移動支援の基礎知識

講　　 義（１３時間） 講　　　義（　　時間）

演    習（６時間） 演    習（　　時間）

知的・精神障害者ホームヘルプサービスに関する知識

障害者福祉に関する制度及びサービス

ガイドヘルパーの制度と業務

障害者（児）福祉の制度とサービス

2.5時間

知的・精神障害者ホームヘルプサービスに関する知識

障害者福祉に関する制度及びサービス



別記第１号の５様式

　　年　　月　　日現在

研修時 研修の定員 広 さ

借上げ 名 ㎡

新規追加
・変更

※ 研修の定員欄は、移動支援従業者養成研修で使用する場合の定員を記載してください。複数回研修を予定し、研修ごとに定員が異なる場合は
もっとも多い人数（ただし、４０人以内）を記載してください。

※ 研修時借上げ欄は、研修を実施するに際し、その都度会場を借上げることが必要な会場に○印をつけてください。
　 なお、その会場を使用し研修を行うときは、研修指定申請時に使用承諾が必要となります。

※ 新たに会場を追加する場合又は会場の定員やレイアウトを変更する場合は、「新規追加・変更」の欄に、「新規追加」又は「変更」と記載して
ください。

番号

講義会場
（演習のう
ち講義形式
で行うもの
を含む）

演習会場

研　　修　　会　　場　　一　　覧　　　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　課程　通学・通信）

事業者名:

区 分 会 場 名 所 在 地



別記第１号の６様式

担　当　講　師　一　覧       (　　　　　　　　　　　　　課程 　通学･通信）

履歴の提出状況

1提出済・2今回提出
（１か２を記載する）

※履歴の提出状況の「１提出済」とは、講師名が記載されている当該の科目について履歴が提出済みの場
合であり、既にいくつかの科目を担当している講師が、新しく別の科目を担当することになった場合、新
しい科目についてのみ「２今回提出」となります。

事業者名:

担当科目

　　年　　月　　日現在

講師名



別記第１号の７様式

（　　　　　　　　　　　  課程  通学・通信 形式）

 生  年  月  日

現   所    属 

 職   及  び

在  業 務 内 容

～

～

～

～

～

～

ふ　り　が　な

年      月      日      （      歳）

担当科目

施設種別 施設名称

名称

※担当科目は、別紙「担当科目一覧」に記入してください。

※担当科目に関係のある経歴欄には、直近の経歴を上から順に記載してください。

　また、当該科目を担当するに当たり必要な専門性及び充分な業務経験等を有することなどについて、詳細

を記載してください(教員の場合、読替可能な担当科目名を含む。)。

※作成時点の在職期間、資格名称、取得機関、年月日などもすべて記載してください。

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

資
格
・
免
許

    取    得    機    関
　 （免許証等の発行機関）

 取 得 年 月 日      名              称

在職期間：　　年　　月～　　年　　月

講   　 師  　  履    　歴
        　　年　　月　　日現在

別紙「担当科目一覧」のとおり

 氏          名

期　　　間
(　年　月～　年　月)

業務内容（職、内容）又は
教育内容（学部、学科、専攻）

担
当
科
目
に
関
係
の
あ
る
経
歴



別記第１号の７様式（別紙）（視覚障害者移動支援従業者養成課程関係）

　講師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担　当　科　目　一　覧

講師要件番号

（４）応用技能

（３）屋外の移動支援

（２）屋内の移動支援

（１）移動支援の基本技術

※担当する科目について、「講師要件番号」欄に東京都障害者（児）移動支援従業者養成
研修事業者指定要領別表１の該当科目における講師要件番号を記載してください。

科目名

Ⅰ講義

（１）ガイドヘルパーの制度と業務

（７）移動支援の基礎知識

（６）障害者（児）の心理

（５）視覚障害者の疾病・障害の理解

（４）ホームヘルパーの職業倫理

（３）ホームヘルプサービス概論

（２）障害者（児）福祉の制度とサービス

Ⅱ演習



 　　 （                     課程　　通学・通信）

事業者名:

1 年 月 ～ 年 月

2 年 月 ～ 年 月

3 年 月 ～ 年 月

4 年 月 ～ 年 月

5 年 月 ～ 年 月

6 年 月 ～ 年 月

7 年 月 ～ 年 月

8 年 月 ～ 年 月

別記第１号の８様式

合　　　　　　　　　計

施設の
承諾

※受講者の実習受け入れについては必ず施設の承諾が必要であり、承諾を得たことを確認するため、「施設
の承諾」欄に〇印をつけてください。

実 習 施 設 一 覧

　　年　　月　　日現在

施設種別 施設名 所　　在　　地
承諾人数
（人）

承　諾　期　間



別記第２号様式 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定通知書 

 

 

                                                         第              号 

                                                               年    月    日 

 

 

   申請者の所在地 

申請事業者名 

代表者職氏名 

 

 

 

東京都知事           

 

 

 

   年    月    日付けで申請のあった東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業

者指定申請については、下記のとおり指定することと決定したので、通知します。 

 

 

記 

 

 

 

１  指定年月日                年  月  日 

 

 

２  事業者名                       

 

 

３ 事業者番号 

 

 

４ 課程及び形式                課程（通学・通信）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第２号の２様式 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者不指定通知書 

 

 

                                                          第              号 

                                                              年    月    日 

 

 

   申請者の所在地 

申請事業者名 

代表者職氏名  

 

 

 

東京都知事               

 

 

                                                                                            

  年    月    日付けで申請のあった東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業

者指定申請については、下記のとおり指定しないことと決定したので、通知します。 

 

                                                                                          

記 

 

 

 

１  課程及び形式                   課程（通学・通信） 

 

 

２ 理由      東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定要領２―（ ）に

該当しないため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第３号様式 

 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業指定申請書 

 

 

                                                              年    月    日 

 

  東京都知事  殿 

 

 

所在地 

事業者名 

代表者職氏名          

事業者番号 

 

  

 

  東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定要領５－（１）に基づき研修事業を実

施したいので、必要書類を添付して下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

 

 

１  課程及び形式                   課程（通学・通信） 

 

 

２ 研修期間          年  月  日から    年  月  日まで（第 回） 

（募集開始年月日      年  月  日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



区
分

研 修 日 研 修 時 間
時
間
数

科　　　目 講師名 会場

　/　(　)   ：  ～  ：  

※実習については、演習に代えて実習を行う場合のみ記載してください。

※「会場」欄には、「研修会場一覧（別記第１号の５様式）」に記載した会場名の「番号」を記載
してください。

※「研修会場一覧（別記第１号の５様式）」に記載した会場以外で演習や実習を実施する場合に
は、以下の枠内に施設名等を記載してください。（例：JR〇〇駅　等）

別記第３号の２様式

研修期間：　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

研　　修　　日　　程　　表

事業者名:

　　　　　　　年度　第　　　回

　／　（ ）～　／　( ）
のうち　　日間

講
　
　
義

演
　
　
習

実
　
　
習

　／　（ ）～　／　( ）
のうち　　日間

　／　（ ）～　／　( ）
のうち　　日間



別記第３号の３様式

　　　　　年度　第　　　回

計
通学
講習

通信
講習

※実習については、演習に代えて実習を行う場合のみ記載してください。

合　　　　計

実
　
　
習

演
　
　
習

講
　
　
義

研　　修　　区　　分　　表

事業者名：

区
分

科　　　目 講　師　名

講習時間数



研修期間：　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日　　　　　　　　年度　第　　回

区
分

研 修 日 研 修 時 間
時
間
数

科　　　目 講師名 会場

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

    /    (　)   ：  ～  ：

別記第３号の４様式

通　学　研　修　分　日　程　表

※実習については、演習に代えて実習を行う場合のみ記載してください。

事業者名:

講
 
 
義

演
　
　
習

実
　
　
習



別記第３号の５様式

事業者名:

研修期間：

提出回 科　　目 科目ごとの提出期限

　　　　年　　月　　日

※レポート提出最終締切日とは、再提出も含めた締切日です。

レポート提出最終締切日

第　　回

第　　回

科目別レポートの提出期限

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日 ～ 　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　年度　　第　　回



別記第４号様式 

                                                                         

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業指定決定通知書 

 

 

                                                               第              号 

                                                                   年    月    日 

 

申請者の所在地 

申請事業者名 

代表者職氏名 

事業者番号                                                            

 

 

 

 

東京都知事                 

     

     

      年    月    日付けで申請のあった研修事業については、下記のとおり指定すること

と決定したので、通知します。 

 

  

                                                                                                                         

記 

 

 

 

                                                                                      

１  課程及び形式             課程（通学・通信） 

 

 

２  研修期間         年  月  日から    年  月  日まで（第 回） 

 

 

３ 指定年月日            年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記第４号の２様式 

                                                                                                                                                                         

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業不指定決定通知書 

 

 

                                                              第              号 

                                                                  年    月    日 

 

 

申請者の所在地  

申請事業者 

代表者職氏名 

事業者番号                                                            

 

 

 

                                             東京都知事           

     

                                                                                                

  年    月    日付けで申請のあった研修事業については、下記のとおり指定しない 

ことと決定したので、通知します。 

 

 

記 

 

 

 

 

１  課程及び形式              課程（通学・通信） 

 

 

２  研修期間          年  月  日から    年  月  日まで（第 回） 

 

 

３  理由 

 



別記第５号様式 

 

変 更 ・ 休 講 届 

 

    年  月  日  

 
東京都知事 殿 

 

所在地 

事業者名 

代表者職氏名 

事業者番号 
 

下記の事項について、東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定要領１０に基づ

き届け出ます。 

 

１ 研修事業等の変更について 

  以下のとおり変更したので届け出ます。変更事項に関する添付書類は、別添のとおりです。 

（１）事業者に関する事項の変更 

ア 法人名称 エ 定款等（寄附行為、規約等） 

イ 法人所在地 
オ その他（         ） 

ウ 代表者 

（２）学則の変更 

ア 事業計画 オ 研修会場 

イ 費用 カ 担当講師 

ウ 研修対象者 キ 実習施設 

エ カリキュラム ク その他（         ） 

 （３）研修事業指定に関する事項の変更 

       年  月  日付     第    号により指定を受けた研修事業（研修

期間   年  月  日～   年  月  日（第  回））の以下の事項 

ア 
【研修期間変更】 

変更後研修期間：     年   月   日～    年   月   日 

イ 
【募集開始日変更】 

変更前：    年   月   日 → 変更後    年   月   日 

ウ 研修日程 カ 実習施設 

エ 研修会場 
キ その他（                   ） 

オ 研修講師 

 

２ 研修事業の休講について 

   年   月   日付     第    号により指定を受けた研修事業（研修

期間   年   月   日～   年   月   日（第  回））について休講し

ます。休講の理由については、以下のとおりです。 

  【休講の理由：                                  】 

 

３ 担当者連絡先 

（１）担当部署 

（２）担当者氏名 

（３）メールアドレス 

（４）電話 



別記第６号様式 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実績報告書 

 

                                                               年    月    日 

 

  東京都知事  殿 

 

所在地 

事業者名 

代表者職氏名 

事業者番号 

 

 

     年  月  日付    第     号により指定された研修が修了しましたので、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１  課程及び形式               課程（通学・通信） 

 

２ 研修期間          年  月  日から    年  月  日まで（第 回） 

 

３ 定員                 名 

 

４  受講者及び修了者 

（１）受講者           名 

（２）修了者          名（別紙名簿のとおり） 

（３）未修了者         名（内訳：辞退者  名、補講者  名） 

 

５ 実習の実施     有 ・ 無  

 

６ 修了年月日         年  月  日 

 

７ 添付書類 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業修了者名簿（別記第６号の３様式） 

 

８ 担当者連絡先 

（１）担当部署 

（２）担当者氏名 

（３）メールアドレス 

（４）電話 



別記第６号の２様式 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実績報告書(補講者分) 

 

 

                                                                   年    月    日 

 

  東京都知事  殿 

 

 

所在地 

事業者名 

代表者職氏名                    

事業者番号 

 

 

     年  月  日付けで提出した東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実績

報告書（別記第６号様式）の補講者について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１  課程及び形式                  課程（通学・通信） 

 

２ 研修期間          年  月  日から    年  月  日まで（第 回） 

 

３  補講修了者及び辞退者 

（１）修了者           名（別紙名簿のとおり） 

（２）辞退者           名 

              

４ 修了年月日         年  月  日 

 

５ 添付書類 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業修了者名簿（別記第６号の３様式） 

※本報告書の修了者のみ 

 

６ 担当者連絡先 

（１）担当部署 

（２）担当者氏名                 

（３）メールアドレス 

（４）電話 

 

 

 



形式

No.
修 了 証 明 書 の
修 了 者 番 号 氏名 フリガナ 生年月日

修了年月日（修了証明書
の 発 行 月 日 ）

備考

* 20-000001 東京　一郎 ﾄｳｷｮｳ ｲﾁﾛｳ S46/12/7 R2/6/30 記載例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

別記第６号の３様式

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業修了者名簿

事業者名 事業者番号：　

課程名



別記第６号の４様式

事業者名:                   

研修期間: 　　　　年　　月　　日 ～ 　　　　年　　月　　日　　　  　　年度　第　　回

科　　目 講師名 自著等

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

  /  (  )   ：  ～  ：

研修講師出講確認書 （　　　　　　　　　　　　　　　　課程　　通学・通信）

研修日時



別記第６号の５様式

研修期間：　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日 　　　　年度　　第　　　回

実習先 月日
№

1

7

20

/

/

/

/

/

/

/

15

16

17

10

11

12

13

9

/

/

/

18

19

/

/

/

/

/

備考

事業者名:

実習修了確認書（　　　　　　　　　　　　　課程　通学・通信）

/

修了者氏名

14

6

/

/

8 /

/

2

3

4

5



別記第７号様式 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業休止・再開届 

 

                                                                    年    月    日 

 

 

  東京都知事  殿 

 

 

所在地 

事業者名 

代表者職氏名          

事業者番号 

 

  

 下記のとおり事業を休止・再開したいので、東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業

者指定要領１２に基づき届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１  課程及び形式                    課程（通学・通信） 

 

２ 休止年度           年度 

    

３ 再開年月日                年  月  日  

  

４ 理由 

 

５ その他提出書類（再開の場合のみ） 

「東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業指定申請書」及び必要書類 

 

６ 担当者連絡先 

 （１）連絡先住所 

（２）担当部署 

（３）担当者氏名 

（４）メールアドレス 

（５）電話 

 



 

 

別記第８号様式 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業休止届受理通知書 

 

                                                           第         号 

                                                               年  月  日 

 

 

申請者の所在地 

申請事業者名 

代表者職氏名 

事業者番号                                                            

 

 

                                           

東京都知事               

 

 

  年  月  日付けで届出があった下記研修事業の休止については、これを受理した

ので通知します。 

なお、    年３月末までに研修を開講しない場合には、東京都障害者（児）移動支援従業

者養成研修事業者指定要領（以下「指定要領」という。）１３―（４）に基づき事業を廃止したも

のとみなし、事業者としての指定は廃止します。 

また、研修事業を再開する場合には、指定要領５―（１）に基づき募集を開始する２か月前ま

でに東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業指定申請書及び事業に関する必要書類を知

事宛提出し、指定を受けて実施することが必要です。 

 

 

記 

 

 

 

１ 課程及び形式                    課程（通学・通信） 

 

 

２ 休止年度           年度 

 

 



別記第９号様式 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業廃止届 

 

                                                               年    月    日 

 

東京都知事  殿 

 

 

所在地 

事業者名 

代表者職氏名          

事業者番号 

 

 

 下記のとおり事業を廃止したいので、東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定

要領１３―（１）に基づき届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１  課程及び形式               課程（通学・通信） 

 

２ 廃止年月日             年  月  日 

 

３ 理由 

 

４ 修了者名簿の引継ぎ先     

（１）事業者名 

 （２）事業者番号 

（３）所在地 

（４）電話 

 

５ 担当者連絡先 

 （１）連絡先住所 

 （２）担当部署 

 （３）担当者氏名   

（４）メールアドレス 

（５）電話                  

 

 



 

 

別記第１０号様式 

  

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業廃止届受理通知書 

 

第         号 

  年  月  日 

 

申請者の所在地 

申請事業者名 

代表者職氏名 

事業者番号                                                            

 

 

東京都知事                   

 

 

     年  月  日付けで届出があった下記研修事業の廃止については、これを受理した

ので通知します。 

なお、廃止届の受理に伴い、事業者の指定は廃止します。 

 

 

記 

 

 

１ 課程及び形式               課程（通学・通信） 

 

 

 ２  廃止年月日           年  月  日 

 

 

 



 

 

別記第１１号様式 

  

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業廃止通知書 

 

                                                              第         号 

                                                                 年  月  日 

 

申請者の所在地 

職氏事業者名 

代表者職氏名 

事業者番号   

 

 

東京都知事           

 

 

       年  月  日付けで指定した下記研修事業については、東京都障害者（児）移動支

援従業者養成研修事業者指定要領１３―（４）の規定に基づき事業を廃止したものとみなし、こ

れを通知します。 

 なお、これに伴い事業者の指定は廃止します。 

 

 

記 

 

 

 

１ 課程及び形式               課程（通学・通信） 

 

 

２  廃止年月日         年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１２号様式 
 

                                      （表 面）  

  
 

 

 

 

 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者 

養成研修事業 検査証 

(東京都障害者（児）移動支援従業者

養成研修事業者指定要領14関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           （裏 面）  

 
 

 

第 号  

 

         年  月  日交付 

 

  

東京都知事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者 

養成研修事業者指定要領（抜粋） 

 

 14 調査及び指導等 

 (1) 知事は、事業者として指定を受けよ

うとする者及び事業者に対して、必要

があると認めるときは、事業者及び研

修事業の実施状況等について、実地に

調査を行うとともに、報告及びこれに

係る書類の提出を求めることができ

る。 

 (2) 知事は、研修事業の実施等に関して

適当でないと認めるときは、事業者に

対して改善の指導を行うことができ

る。 

また、指導による改善が認められる

まで研修事業の中止を命ずることがで

きる。 

 (3) (1)に規定する実地に調査を行う場合

については、所管課の職員は身分を証

する検査証（別記第１２号様式）を携

帯するものとする。 

 

 

   

   

   

   

   

  

 
 

       

 

 

     

 

    

 

所属 

 

職  氏名 

東京都知事      

            



別記第１３号様式 

 

東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定取消通知書 

 

第         号 

  年  月  日 

 

申請者の所在地 

申請事業者名 

代表者職氏名 

事業者番号                                                            

 

 

                                               東京都知事                    

 

 

  東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業実施要綱１１及び東京都障害者（児）移動支

援従業者養成研修事業者指定要領４に基づき、    年  月  日付（事業者番号   ）

で指定した東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者の指定については、下記によりこ

れを取り消すこととしたので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 課程及び形式               課程（通学・通信） 

 

２ 取消年月日          年  月  日 

 

３  取消の理由    東京都障害者（児）移動支援従業者養成研修事業者指定要領１５―（１）

に該当するため。 

 


